
令和４年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金交付要綱新旧対照表 

新 旧 

（趣旨）  

第１条 略 

 

別表２（第６条関係） 

第６条第３号に規定する感染対策等を行った上での施設内療養に要する経費

の取扱いは、次のとおりとする。  

 

１ 略 

 

２ 補助の内容及び要件 

（１）定義 

ア 「施設内療養者」とは、次の（ア）及び（イ）の区分に応じ、当該（ア）

及び（イ）に定めるものをいう。ただし、途中で入院した場合は、発症

日から入院日までの間に限り、施設内療養者であるものとする。 

（ア）令和 4年 9月 30 日までに発症した者 発症後 15 日以内の者とする。 

（イ）令和 4年 10 月１日以降に発症した者 発症日から起算して 10 日以

内の者とする。ただし、基本となる療養解除基準を満たさない者につ

いては、当該基準を満たす日又は発症日から起算して 15日目となる日

のいずれか早い日までの間に限り、施設内療養者であるものとする。 

イ ア（イ）の規定にかかわらず、無症状患者（感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 6 条第

11項に規定する無症状病原体保有者をいう。）について、陽性の確定に係

る検体の採取をした日が令和 5 年 1 月 1 日以降である場合は、当該無症

状患者は、当該採取をした日から起算して 7 日以内に限り、施設内療養

者であるものとする。 

ウ 「基本となる療養解除基準」とは、発症日から 10 日間経過し、かつ、

症状軽快後 72 時間経過することをいう。 

エ 「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が

改善傾向にあることをいう。 

 

（２）補助対象 略 

 

（３）基本補助 略 

 

（趣旨）  

第１条 略 

 

別表２（第６条関係） 

第６条第３号に規定する感染対策等を行った上での施設内療養に要する経費

の取扱いは、次のとおりとする。  

 

１ 略 

 

２ 補助の内容及び要件 

（１）定義 

ア 「施設内療養者」とは、次の（ア）及び（イ）の区分に応じ、当該（ア）

及び（イ）に定めるものをいう。ただし、途中で入院した場合は、発症

日から入院日までの間に限り、施設内療養者であるものとする。 

（ア）令和 4年 9月 30 日までに発症した者 発症後 15 日以内の者とする。 

（イ）令和 4年 10 月１日以降に発症した者 発症日から起算して 10 日以

内の者とする。ただし、基本となる療養解除基準を満たさない者につ

いては、当該基準を満たす日又は発症日から起算して 15日目となる日

のいずれか早い日までの間に限り、施設内療養者であるものとする。 

イ ア（イ）の規定にかかわらず、無症状患者（感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 6 条第

11項に規定する無症状病原体保有者をいう。）について、陽性の確定に係

る検体の採取をした日が令和 5 年 1 月 1 日以降である場合は、当該無症

状患者は、当該採取をした日から起算して 7 日以内に限り、施設内療養

者であるものとする。 

イ 「基本となる療養解除基準」とは、発症日から 10 日間経過し、かつ、

症状軽快後 72 時間経過することをいう。 

ウ 「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が

改善傾向にあることをいう。 

 

（２）補助対象 略 

 

（３）基本補助 略 

 



（４）追加補助 

（３）の基本補助を行う場合において、次のア及びイの要件を満たす日

は、療養者ごとに要するかかりまし経費について追加補助を行う。  

ア 令和４年１月９日以降において、当該高齢者施設等が所在する区域が、

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「緊急事態措置等」とい

う。）を実施すべき区域とされていること。ただし、同年４月８日から令

和５年３月末日までの間は、緊急事態措置等を実施すべき区域以外の区

域においても、この要件を満たすものとする。 

イ 略 

（４）追加補助 

（３）の基本補助を行う場合において、次のア及びイの要件を満たす日

は、療養者ごとに要するかかりまし経費について追加補助を行う。  

ア 令和４年１月９日以降において、当該高齢者施設等が所在する区域が、

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「緊急事態措置等」とい

う。）を実施すべき区域とされていること。ただし、同年４月８日から１

２月３１日  までの間は、緊急事態措置等を実施すべき区域以外の区

域においても、この要件を満たすものとする。 

イ 略 

 


